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平成 23年度第 3期の労働保険料の納付時期が近づいています。 

都道府県の労働局等より労働保険料の納付書が到着している事業場の方は、納付期限までに納付手続を済ま

せるようにお願いします。 

 

【第 3期の労働保険料とは？】 

毎年 4 月~翌年 3 月までの「賃金の見込み額」に「業種ごとの労災･雇用保険料率」を乗じた金額のことを

「概算保険料」といい、その年の 7月 10日までに、保険料額を労働基準監督署等に申告しています。 

この「概算保険料」は保険料額が一般的には 40万円以上の場合（例外もあります。) 、あるいは労働保険

事務組合に労働保険事務を委託している場合に、3回に分割して保険料を納付することが出来ます。 

3分割をした概算保険料の最後の納付が「第 3期の労働保険料」となります。 

概算保険料の 3分割は、毎年 7月の保険料額の申告の際に 3分割を選択している場合だけ適用されます。 

3分割をしているかどうかは、会社保管の「労働保険料申告書（事業主控え）」をご確認下さい。 

 

【納付の事務について詳しく！】 

z 平成 23年度第 3期の概算保険料はいつまでに納付するの？（納付期限） 

9 一般の事業主の納付期限           平成 24年 1月 31日（火） 

9 労働保険事務組合に事務を委託している場合  平成 24年 2月 14日（火） 

※労働保険事務組合に事務を委託している場合は、事務組合にご確認ください。 

z 納付できる場所は？ 

9 銀行、郵便局などの金融機関 

9 事業場を管轄する労働基準監督署 

9 事業場を管轄する労働局 

※労働保険事務組合に事務を委託している場合は、事務組合にご確認ください。 

z 納期限までに納付されなかった場合は？ 

労働局より、納付期限を指定した督促状が届き、記載の納付期限までに納付されない場合には「延滞金」

が発生してしまいます。必ず納期限までに納付しましょう。 

z 誤って納付書を紛失してしまった場合は？ 

9 管轄の労働局に連絡し、再発行の手続きを行い、再交付された納付書で保険料を納付してくださ

い。 

9 納付書のコピーなどが手元にあり、記載項目がわかるようであれば、白紙の新しい納付書に再度、



金額等を記載した納付書で納付をしてください。 

z 納付書を修正してしまった場合は？ 

納付書には、日付、納付額、住所、氏名等が印刷された状態で届きます。印刷された項目を訂正線等で修

正することはできません。 

もし、何らかの修正や加筆をしてしまった場合は、紛失した場合と同様の再発行、或いは再作成をする必

要があります。 

（社名や所在地等が違う場合でも、一旦は到着した納付書で保険料納付し、その後改めて、労働基準監督

署等で変更手続きを行ってください。） 

 

【納付書ってどんな書類？】 

 下記の書類が、会社情報や納付額など印刷された状態で事業場に到着します。 

赤枠部分は、平成 23年度第 3期目の納付であることを表示しています。 

 

※このお知らせでは「領収済通知書」のことを「納付書」と表記しています。 

 

 
以上 

23 年度と記載され
ています 

２３年度概算３期と記載さ

れています 


